
核的な病院や基幹病院の一般病床等において結核治療が行われることがあることから、国
の定める施設基準・診療機能の基準等に基づき、適切な医療提供体制を構築することとす
る。 

５ 結核の治療に当たっては、適切な医療が提供されない場合、疾患の治癒が阻害されるの
みならず、治療が困難な多剤耐性結核の発生に至る可能性がある。このため、適切な医療
が提供されることは、公衆衛生上も極めて重要であり、結核に係る適切な医療について医
療機関への周知を行う必要がある。 

６ 医療現場においては、結核に係る医療は特殊なものではなく、まん延の防止を担保しな
がら一般の医療の延長線上で行われるべきであるとの認識の下、良質かつ適切な医療の提
供が行われるべきである。このため、結核患者を診療する第二種感染症指定医療機関にお
いては、結核患者に対して、特に法第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項及び
第二項の規定による入院の措置等（以下「入院措置等」という。）の必要な期間は、結核
のまん延の防止のための院内感染予防措置を徹底した上で、患者の心理的負担にも配慮し
つつ、中長期にわたる療養のために必要な環境の整備に努めるとともに、入院措置等の不
要な結核患者に対しては、結核患者以外の患者と同様の療養環境において医療を提供する
ものとする。また、患者に対し確実な服薬を含めた療養方法及び他の患者等への感染防止
の重要性について十分に説明し、理解及び同意を得て治療を行うことが重要である。 

７ 医療機関においては、結核の合併率が高い疾患を有する患者等（後天性免疫不全症候群、
じん肺及び糖尿病の患者、人工透析を受けている患者、免疫抑制剤使用下の患者等）の管
理に際し、必要に応じて結核感染の有無を調べ、結核に感染している場合には、積極的な
潜在性結核感染症の治療に努めることとし、結核を発症している場合には、結核に関する
院内感染防止対策を講ずるよう努めなければならない。 

８ 国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うとともに、特に
有症状時には、適切な治療を受ける機会を逃すことがないように早期に医療機関を受診し、
結核と診断された場合には治療を完遂するよう努めなければならない。また、結核の患者
について、偏見や差別をもって患者の人権を損なわないようにしなければならない。 

二 結核の治療を行う上での服薬確認の位置付け 
１ 世界保健機関は、平成二十六年に新たに採択した結核終息戦略においても、「統合され
た患者中心のケアと予防」の項に、ＤＯＴＳを基本とした包括的な治療戦略（ＤＯＴＳ戦
略）を引き継いでおり、我が国においても、日本版ＤＯＴＳ戦略として、確実な治療のた
め、潜在性結核感染症の者も含め結核患者を中心として、その生活環境に合わせて、服薬
確認を軸とした患者支援、治療成績の評価等を含む包括的な結核対策を構築し、人権を尊
重しながら、これを推進することとする。また、国は必要な抗結核薬を確保するよう努め
ていくものとする。 

２ 国及び地方公共団体が服薬確認を軸とした患者中心の支援を全国的に普及・推進してい
くに当たって、先進的な地域における取組も参考にしつつ、ＤＯＴＳの実施状況等につい
て検討するＤＯＴＳカンファレンスや患者が治療を完遂したかどうか等について評価す
るコホート検討会の充実、地域連携パスの導入など、保健所、医療機関、社会福祉施設、
薬局等の関係機関との連携及び保健師、看護師、薬剤師等の複数職種の連携により、積極
的な活動が実施されるよう、適切に評価及び技術的助言を行い、地域連携体制の強化を図
ることとする。 

３ 保健所を拠点とし、地域の実情に応じて、地域の医療機関、薬局等との連携の下に服薬
確認を軸とした患者中心の支援（以下「地域ＤＯＴＳ」という。）を実施するため、保健
所は積極的に調整を行い、必要に応じて地域の関係機関へ積極的に地域ＤＯＴＳの実施を
依頼するとともに、保健所自らもＤＯＴＳの場の提供を行い、地域の結核対策の拠点とし
ての役割を引き続き果たすこととする。 

４ 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本は薬物治療の完遂であることを理解し、結核
患者に対し服薬確認についての説明を行い、患者の十分な同意を得た上で、入院中はもと
より、退院後も治療が確実に継続されるよう、医療機関等と保健所等が連携して、人権を
尊重しながら、服薬確認を軸とした患者中心の支援を実施できる体制を更に推進していく
ことが重要である。患者教育の観点から、医療機関における入院中からのＤＯＴＳの十分
な実施や、慢性的に排菌し、長期間にわたって入院を余儀なくされる結核患者に対しても、
退院を見据えて、保健所が入院中から継続的に関与することが重要である。また、医療機
関に入院しない結核患者に対しても、治療初期の患者支援が重要である。 

三 その他結核に係る医療の提供のための体制 
１ 結核患者に係る医療は、結核病床を有する第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療
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機関のみで提供されるものではない。結核患者が、最初に診察を受ける医療機関は、多く
の場合一般の医療機関であるため、一般の医療機関においても、国及び都道府県等から公
表された結核に関する情報について積極的に把握し、結核の診断の遅れの防止に努め、同
時に医療機関内において結核のまん延の防止のために必要な措置を講ずることが重要で
ある。また、結核の診断の遅れに対する対策として、保健所等においては、医療機関への
啓発とともに、結核の早期診断に資する地域連携の取組を継続して行うことが望ましい。 

２ 医療機関及び民間の検査機関においては、結核患者の診断のための結核菌検査の精度を
適正に保つため、外部機関によって行われる系統的な結核菌検査の精度管理を定期的に受
けるべきである。そのためには、公益財団法人結核予防会結核研究所（以下「結核研究所」
という。）、地方衛生研究所、医療機関及び民間の検査機関などの関係機関が相互に協力し、
精度管理を連携して行う必要がある。 

３ 一般の医療機関における結核患者への適切な医療の提供が確保されるよう、都道府県等
において、地域医療連携体制を構築し、医療関係団体と緊密な連携を図ることが重要であ
る。また、その際には、保健所が中心となり、医師会等の協力を得るよう努めるとともに、
介護・福祉分野との連携を図ること等が重要である。 

４ 結核の治療完遂後に保健所長が行う病状把握については、治療中の服薬状況等から判断
した発症のリスクを踏まえて、適切に実施するものとする。 

５ 障害等により行動制限のある高齢者等の治療について、患者の日常生活に鑑み、接触範
囲等が非常に限られる場合において、医療機関は、入院治療以外の医療の提供についても
適宜検討すべきである。 

第四 研究開発の推進 
一 基本的考え方 
１ 結核対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきであることから、結核に関する調
査及び研究は、結核対策の基本となるべきものである。このため、国としても、必要な調
査及び研究の方向性の提示、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）や国立
感染症研究所のみならず、民間団体、関連諸学会、海外の研究機関等も含めた関係機関と
の連携の確保、それぞれの研究成果の相互活用の推進、調査及び研究に携わる人材の育成
等の取組を通じて、調査及び研究を積極的に推進することとする。 

２ ＢＣＧを含む結核に有効なワクチン、抗菌薬等の結核に係る医薬品は、結核の予防や結
核患者に対する適切な医療の提供に不可欠なものであり、これらの研究開発は、国と民間
が相互に連携を図って進めていくことが重要である。このため、国においては、結核に係
る医療のために必要な医薬品に関する研究開発を推進していくとともに、民間においても
このような医薬品の研究開発が適切に推進されるよう必要な支援を行うこととする。さら
に、低まん延化に向けて、ハイリスクグループや感染が生じるリスクのある場を特定する
とともに、感染経路の把握や海外からの人の移動が国内感染に与える影響を検証するため、
分子疫学的手法等を用いた研究を推進することが必要である。 

二 国における研究開発の推進 
１ 国は、全国規模の調査や高度な検査技術等を必要とする研究、結核菌等を迅速かつ簡便
に検出する検査法の開発のための研究、多剤耐性結核の治療法等の開発のための研究等の
結核対策に直接結びつく応用研究、新薬等を早期に現場に適用するための臨床研究等を推
進し、海外、民間及び関連諸学会との積極的な連携や地方公共団体における調査及び研究
の支援を進めることが重要である。 

２ 国においては、資金力や技術力の面で民間では研究開発が困難な医薬品等について、必
要な支援に努めることとする。特に、現状では治療が困難な多剤耐性結核患者の治療法等
新たな抗結核薬の開発等についても、引き続き調査研究に取り組んでいくこととする。な
お、これらの研究開発に当たっては、抗結核薬等の副作用の減少等、安全性の向上にも配
慮することとする。 

３ 国は、結核の低まん延国化を見据えて、定期のＢＣＧ接種の中止又は選択的接種の導入
に関する将来の検討に資するため、諸外国の施策等の状況を収集するなど必要な研究を進
めることとする。 

三 地方公共団体における研究開発の推進 
地方公共団体における調査及び研究の推進に当たっては、保健所と都道府県等の関係部局

が連携を図りつつ、計画的に取り組むことが重要である。また、保健所においては、地域に
おける結核対策の中核的機関との位置付けから、地方衛生研究所と連携し、結核対策に必要
な疫学的な調査及び研究を進め、地域の結核対策の質の向上に努めるとともに、地域におけ
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核的な病院や基幹病院の一般病床等において結核治療が行われることがあることから、国
の定める施設基準・診療機能の基準等に基づき、適切な医療提供体制を構築することとす
る。 

５ 結核の治療に当たっては、適切な医療が提供されない場合、疾患の治癒が阻害されるの
みならず、治療が困難な多剤耐性結核の発生に至る可能性がある。このため、適切な医療
が提供されることは、公衆衛生上も極めて重要であり、結核に係る適切な医療について医
療機関への周知を行う必要がある。 

６ 医療現場においては、結核に係る医療は特殊なものではなく、まん延の防止を担保しな
がら一般の医療の延長線上で行われるべきであるとの認識の下、良質かつ適切な医療の提
供が行われるべきである。このため、結核患者を診療する第二種感染症指定医療機関にお
いては、結核患者に対して、特に法第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項及び
第二項の規定による入院の措置等（以下「入院措置等」という。）の必要な期間は、結核
のまん延の防止のための院内感染予防措置を徹底した上で、患者の心理的負担にも配慮し
つつ、中長期にわたる療養のために必要な環境の整備に努めるとともに、入院措置等の不
要な結核患者に対しては、結核患者以外の患者と同様の療養環境において医療を提供する
ものとする。また、患者に対し確実な服薬を含めた療養方法及び他の患者等への感染防止
の重要性について十分に説明し、理解及び同意を得て治療を行うことが重要である。 

７ 医療機関においては、結核の合併率が高い疾患を有する患者等（後天性免疫不全症候群、
じん肺及び糖尿病の患者、人工透析を受けている患者、免疫抑制剤使用下の患者等）の管
理に際し、必要に応じて結核感染の有無を調べ、結核に感染している場合には、積極的な
潜在性結核感染症の治療に努めることとし、結核を発症している場合には、結核に関する
院内感染防止対策を講ずるよう努めなければならない。 

８ 国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うとともに、特に
有症状時には、適切な治療を受ける機会を逃すことがないように早期に医療機関を受診し、
結核と診断された場合には治療を完遂するよう努めなければならない。また、結核の患者
について、偏見や差別をもって患者の人権を損なわないようにしなければならない。 

二 結核の治療を行う上での服薬確認の位置付け 
１ 世界保健機関は、平成二十六年に新たに採択した結核終息戦略においても、「統合され
た患者中心のケアと予防」の項に、ＤＯＴＳを基本とした包括的な治療戦略（ＤＯＴＳ戦
略）を引き継いでおり、我が国においても、日本版ＤＯＴＳ戦略として、確実な治療のた
め、潜在性結核感染症の者も含め結核患者を中心として、その生活環境に合わせて、服薬
確認を軸とした患者支援、治療成績の評価等を含む包括的な結核対策を構築し、人権を尊
重しながら、これを推進することとする。また、国は必要な抗結核薬を確保するよう努め
ていくものとする。 

２ 国及び地方公共団体が服薬確認を軸とした患者中心の支援を全国的に普及・推進してい
くに当たって、先進的な地域における取組も参考にしつつ、ＤＯＴＳの実施状況等につい
て検討するＤＯＴＳカンファレンスや患者が治療を完遂したかどうか等について評価す
るコホート検討会の充実、地域連携パスの導入など、保健所、医療機関、社会福祉施設、
薬局等の関係機関との連携及び保健師、看護師、薬剤師等の複数職種の連携により、積極
的な活動が実施されるよう、適切に評価及び技術的助言を行い、地域連携体制の強化を図
ることとする。 

３ 保健所を拠点とし、地域の実情に応じて、地域の医療機関、薬局等との連携の下に服薬
確認を軸とした患者中心の支援（以下「地域ＤＯＴＳ」という。）を実施するため、保健
所は積極的に調整を行い、必要に応じて地域の関係機関へ積極的に地域ＤＯＴＳの実施を
依頼するとともに、保健所自らもＤＯＴＳの場の提供を行い、地域の結核対策の拠点とし
ての役割を引き続き果たすこととする。 

４ 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本は薬物治療の完遂であることを理解し、結核
患者に対し服薬確認についての説明を行い、患者の十分な同意を得た上で、入院中はもと
より、退院後も治療が確実に継続されるよう、医療機関等と保健所等が連携して、人権を
尊重しながら、服薬確認を軸とした患者中心の支援を実施できる体制を更に推進していく
ことが重要である。患者教育の観点から、医療機関における入院中からのＤＯＴＳの十分
な実施や、慢性的に排菌し、長期間にわたって入院を余儀なくされる結核患者に対しても、
退院を見据えて、保健所が入院中から継続的に関与することが重要である。また、医療機
関に入院しない結核患者に対しても、治療初期の患者支援が重要である。 

三 その他結核に係る医療の提供のための体制 
１ 結核患者に係る医療は、結核病床を有する第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療
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機関のみで提供されるものではない。結核患者が、最初に診察を受ける医療機関は、多く
の場合一般の医療機関であるため、一般の医療機関においても、国及び都道府県等から公
表された結核に関する情報について積極的に把握し、結核の診断の遅れの防止に努め、同
時に医療機関内において結核のまん延の防止のために必要な措置を講ずることが重要で
ある。また、結核の診断の遅れに対する対策として、保健所等においては、医療機関への
啓発とともに、結核の早期診断に資する地域連携の取組を継続して行うことが望ましい。 

２ 医療機関及び民間の検査機関においては、結核患者の診断のための結核菌検査の精度を
適正に保つため、外部機関によって行われる系統的な結核菌検査の精度管理を定期的に受
けるべきである。そのためには、公益財団法人結核予防会結核研究所（以下「結核研究所」
という。）、地方衛生研究所、医療機関及び民間の検査機関などの関係機関が相互に協力し、
精度管理を連携して行う必要がある。 

３ 一般の医療機関における結核患者への適切な医療の提供が確保されるよう、都道府県等
において、地域医療連携体制を構築し、医療関係団体と緊密な連携を図ることが重要であ
る。また、その際には、保健所が中心となり、医師会等の協力を得るよう努めるとともに、
介護・福祉分野との連携を図ること等が重要である。 

４ 結核の治療完遂後に保健所長が行う病状把握については、治療中の服薬状況等から判断
した発症のリスクを踏まえて、適切に実施するものとする。 

５ 障害等により行動制限のある高齢者等の治療について、患者の日常生活に鑑み、接触範
囲等が非常に限られる場合において、医療機関は、入院治療以外の医療の提供についても
適宜検討すべきである。 

第四 研究開発の推進 
一 基本的考え方 
１ 結核対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきであることから、結核に関する調
査及び研究は、結核対策の基本となるべきものである。このため、国としても、必要な調
査及び研究の方向性の提示、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）や国立
感染症研究所のみならず、民間団体、関連諸学会、海外の研究機関等も含めた関係機関と
の連携の確保、それぞれの研究成果の相互活用の推進、調査及び研究に携わる人材の育成
等の取組を通じて、調査及び研究を積極的に推進することとする。 

２ ＢＣＧを含む結核に有効なワクチン、抗菌薬等の結核に係る医薬品は、結核の予防や結
核患者に対する適切な医療の提供に不可欠なものであり、これらの研究開発は、国と民間
が相互に連携を図って進めていくことが重要である。このため、国においては、結核に係
る医療のために必要な医薬品に関する研究開発を推進していくとともに、民間においても
このような医薬品の研究開発が適切に推進されるよう必要な支援を行うこととする。さら
に、低まん延化に向けて、ハイリスクグループや感染が生じるリスクのある場を特定する
とともに、感染経路の把握や海外からの人の移動が国内感染に与える影響を検証するため、
分子疫学的手法等を用いた研究を推進することが必要である。 

二 国における研究開発の推進 
１ 国は、全国規模の調査や高度な検査技術等を必要とする研究、結核菌等を迅速かつ簡便
に検出する検査法の開発のための研究、多剤耐性結核の治療法等の開発のための研究等の
結核対策に直接結びつく応用研究、新薬等を早期に現場に適用するための臨床研究等を推
進し、海外、民間及び関連諸学会との積極的な連携や地方公共団体における調査及び研究
の支援を進めることが重要である。 

２ 国においては、資金力や技術力の面で民間では研究開発が困難な医薬品等について、必
要な支援に努めることとする。特に、現状では治療が困難な多剤耐性結核患者の治療法等
新たな抗結核薬の開発等についても、引き続き調査研究に取り組んでいくこととする。な
お、これらの研究開発に当たっては、抗結核薬等の副作用の減少等、安全性の向上にも配
慮することとする。 

３ 国は、結核の低まん延国化を見据えて、定期のＢＣＧ接種の中止又は選択的接種の導入
に関する将来の検討に資するため、諸外国の施策等の状況を収集するなど必要な研究を進
めることとする。 

三 地方公共団体における研究開発の推進 
地方公共団体における調査及び研究の推進に当たっては、保健所と都道府県等の関係部局

が連携を図りつつ、計画的に取り組むことが重要である。また、保健所においては、地域に
おける結核対策の中核的機関との位置付けから、地方衛生研究所と連携し、結核対策に必要
な疫学的な調査及び研究を進め、地域の結核対策の質の向上に努めるとともに、地域におけ
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る総合的な結核の情報の発信拠点としての役割を果たしていくことが重要である。 

四 民間における研究開発の推進 
医薬品の研究開発は、結核の発生の予防及びそのまん延の防止に資するものであるとの観

点から、製薬企業等においても、その能力に応じて推進されることが望ましい。 

第五 国際的な連携 
一 基本的考え方 

国等においては、結核対策に関して、海外の政府機関、研究機関、世界保健機関等の国際
機関等との情報交換や国際的取組への協力を進めるとともに、結核に関する研究や人材養成
においても国際的な協力を行うこととする。 

二 世界保健機関等への協力 
１ アフリカやアジア地域においては、後天性免疫不全症候群の流行の影響や結核対策の失
敗からくる多剤耐性結核の増加等により、現在もなお結核対策が政策上重要な位置を占め
ている国及び地域が多い。世界保健機関等と協力し、これらの国の結核対策を推進するこ
とは、国際保健水準の向上に貢献するのみならず、我が国に在住する高まん延国出身者等
の結核の罹患率の低下にも寄与することから、我が国の結核対策の延長上の問題としてと
らえられるものである。したがって、国は世界保健機関等と連携しながら、国際的な取組
を積極的に行っていくこととする。 

２ 国は政府開発援助による二国間協力事業により、途上国の結核対策のための人材の養成
や研究の推進を図るとともに、これらの国との研究協力関係の構築や情報の共有に努める
こととする。 

第六 人材の養成 
一 基本的考え方 

結核患者の七割以上が医療機関の受診により結核が見つかっている一方で、結核に関する
知見を十分に有する医師が少なくなっている現状を踏まえ、結核の早期の確実な診断及び結
核治療の成功率の向上のために、国及び都道府県等は、結核に関する幅広い知識や標準治療
法を含む研究成果の医療現場への普及等の役割を担う人材の養成を行うこととする。人材の
養成に当たっては、国及び都道府県等のほか、大学、関連諸学会、独立行政法人国立病院機
構の病院（以下「国立病院機構病院」という。）等の医療機関、結核研究所等の関係機関が
有機的に連携し、教育研修を実施することが重要である。また、必要に応じ、重篤な合併症
を有する患者を治療できる医療機関を活用しつつ、結核に関する実地医師教育の充実を図る
ことが望まれる。また、大学医学部を始めとする医師等の医療関係職種の養成課程等におい
ても、結核に関する教育等を通じて、医師等の医療関係職種の間での結核に関する知識の浸
透に努めることが重要である。 
なお、結核医療に従事する医師や看護師が減少している中で、地域における結核患者の相

談体制を確保するためには、国立病院機構病院等の地域の中核的な病院や結核研究所などの
関係機関がネットワークを強化するとともに、そのネットワークを有効活用することが必要
である。 

二 国における人材の養成 
１ 国は、結核に関する最新の臨床知識及び技能の修得並びに新たな結核対策における医療
機関の役割について認識を深めることを目的として、感染症指定医療機関の医師はもとよ
り、一般の医療機関の医師、薬剤師、診療放射線技師、保健師、助産師、看護師、准看護
師、臨床検査技師等に対する研修に関しても必要な支援を行っていくこととする。 

２ 国は、結核行政の第一線に立つ職員の資質を向上させ、結核対策を効果的に進めていく
ため、保健所及び地方衛生研究所等の職員に対する研修の支援に関して、検討を加えつつ
適切に行っていくこととする。 

三 都道府県等における結核に関する人材の養成 
都道府県等は、結核に関する研修会に保健所及び地方衛生研究所等の職員を積極的に派遣

するとともに、都道府県等が結核に関する講習会等を開催すること等により保健所及び地方
衛生研究所等の職員に対する研修の充実を図ることが重要である。さらに、これらにより得
られた結核に関する知見を保健所及び地方衛生研究所等において活用することが重要であ
る。また、感染症指定医療機関においては、その勤務する医師の能力の向上のための研修等
を実施するとともに、医師会等の医療関係団体においては、会員等に対して結核に関する情
報提供及び研修を行うことが重要である。 
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第七 普及啓発及び人権の尊重 
一 基本的考え方 
１ 国及び地方公共団体においては、結核に関する適切な情報の公表、正しい知識の普及等

を行うことが重要である。特に、国及び都道府県等並びに医療機関の情報共有に当たって
は、都道府県が実施する結核予防技術者地区別講習会等を通じ、連携を図ることが重要で
ある。また、結核のまん延の防止のための措置を講ずるに当たっては、人権の尊重に留意
することとする。 

２ 保健所においては、地域における結核対策の中核的機関として、結核についての情報提
供、相談等を行う必要がある。 

３ 医師その他の医療関係者においては、結核患者等への十分な説明と同意に基づいた医療
を提供することが重要である。 

４ 国民においては、結核について正しい知識を持ち、自らが感染予防に努めるとともに、
結核患者が差別や偏見を受けることがないよう配慮することが重要である。 

第八 施設内（院内）感染の防止等 
一 施設内（院内）感染の防止 
１ 病院等の医療機関においては、適切な医学的管理下にあるものの、その性質上、患者及
び従事者には結核感染の機会が潜んでおり、かつ実際の感染事例も少なくないという現状
にかんがみ、院内感染対策委員会等を中心に院内感染の防止並びに発生時の感染源及び感
染経路調査等に取り組むことが重要である。また、実際に行っている対策及び発生時の対
応に関する情報について、都道府県等や他の施設に提供することにより、その共有化を図
ることが望ましい。 

２ 学校、社会福祉施設、学習塾等において結核が発生し、及びまん延しないよう、都道府
県等にあっては、施設内感染の予防に関する最新の医学的知見等を踏まえた情報をこれら
の施設の管理者に適切に提供することが重要である。 

３ 都道府県等は、結核の発生の予防及びそのまん延の防止を目的に、施設内（院内）感染
に関する情報や研究の成果を、医師会等の関係団体等の協力を得つつ、病院等、学校、社
会福祉施設、学習塾等の関係者に普及していくことが重要である。また、これらの施設の
管理者にあっては、提供された情報に基づき、必要な措置を講ずるとともに、普段からの
施設内（院内）の患者、生徒、収容されている者及び職員の健康管理等により、結核患者
が早期に発見されるように努めることが重要である。外来患者やデイケア等を利用する通
所者に対しても、十分な配慮がなされることが望ましい。 

二 小児結核対策 
結核感染危険率の減少、定期のＢＣＧ接種の徹底及び潜在性結核感染症の治療の推進によ

り、小児の結核患者数は著しく減少しているが、小児結核の診療経験を有する医師及び診療
に対応できる医療機関が減少している。そのため、法第十七条第一項及び第二項の規定に基
づく健康診断の迅速な実施、潜在性結核感染症の治療の徹底、結核診断能力の向上、小児結
核発生動向調査等の充実を図るほか、小児結核を診療できる医師の育成、小児結核に係る相
談対応、重症患者への対応等、小児結核に係る診療体制の確保のための新たな取組が必要で
ある。 

三 保健所の強化機能 
保健所は、結核対策において中心的な役割を担っており、市町村からの求めに応じた技術

支援、法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断の実施、感染症の診査に関する協議会
の運営等による適切な医療の普及、訪問等による患者の治療支援、地域への結核に関する情
報の発信及び技術支援・指導、届出に基づく発生動向の把握及び分析等様々な役割を果たし
ている。都道府県等は、保健所による公的関与の優先度を考慮して業務の重点化や効率化を
行うとともに、保健所が公衆衛生対策上の重要な拠点であることに鑑み、結核対策の技術的
拠点としての位置付けを明確にすべきである。 

第九 具体的な目標等 
一 結核対策を総合的に推進することにより、我が国が、近い将来、結核を公衆衛生上の課
題から解消することを目標とする。具体的には、成果目標として、平成三十二年までに、
罹患率を十以下とするとともに、事業目標として、全結核患者及び潜在性結核感染症の者
に対するＤＯＴＳ実施率を九十五パーセント以上、肺結核患者の治療失敗・脱落率を五パ
ーセント以下、潜在性結核感染症の治療を開始した者のうち治療を完了した者の割合を八
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